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改善報告書等における改善措置の継続的実施 
および新経営体制の経営方針について 

 
１．基本方針 

当社は、平成 26 年６月 27 日の当社定時株主総会および取締役会において役員の異動

を決定し、新経営体制に移行しましたが、当社が株式会社東京証券取引所に平成 25 年 11

月 28 日に提出した改善報告書（以下「改善報告書」といいます。）、および平成 26 年６

月 11 日に提出した改善状況報告書（以下「改善状況報告書」といい、本書において改善

報告書と併せて「改善報告書等」といいます。）における改善措置につきましては、以下

に記載する項目については一部追加・変更を行うものの、全てこれを維持し、実施して

いく方針です。 
 

２．改善報告書等における改善措置の具体的変更点等 
（１）経営改善委員会のメンバー変更 

経営改善委員会の役割は、改善報告書における重要な改善方針の一つであり、新経

営体制への移行後も、経営改善委員会制度の枠組みおよび運用は従前どおりこれを維

持いたします。 
現状において、経営改善委員会は、常勤取締役、常勤監査役、全本部長、人事総務

部長および事案の関連部署の部長をメンバーとして運営されており、内部監査室長が、

経営改善委員会に関する業務プロセスが適切に行われているかを確認する目的で会議

に参加しております（常勤取締役、常勤監査役および本部長については、新経営体制

への移行に伴う異動の結果、従前の経営改善委員会からメンバーを変更しておりま

す。）。上記新メンバーによる経営改善委員会は、平成 26 年７月８日から現在までに３

回開催され、月次収益見通し、品質報告、販売状況、生産状況の報告および検討、稟

議事項の審議（現在までに８件を処理済み）等を行っております。 
以上のように、新メンバーによって組成された経営改善委員会が既に発足しており、



特段の支障は生じておりませんので、今後も継続して改善報告書等における改善措置

を実施することができるものと考えております。 
 
（２）創業家兼大株主との覚書の締結 

当社は今後も、改善報告書 17 ページ（３）②に記載した方針を遵守いたします。 
創業家兼大株主とは、株主と会社という適切な距離感の中で、継続的に対話を行う

ことにより円滑な関係を保ちつつ、当社の企業価値を向上させ、株式の流動性を高め

ることで、創業家兼大株主がその保有する株式を処分しやすい環境を形成し、その出

資割合を引き下げることについて交渉を行うことで、安定的な事業運営を継続できる

ものと考えております。なお、当社は、当社の経営が創業家兼大株主の影響を受けな

いことを創業家兼大株主との間で確認しているほか、資本と経営の分離から、当社の

経営方針およびこれに基づく具体的施策等にかかる意思決定ならびにその執行に関与

しないこと、ならびに創業家兼大株主の出資割合を引き下げることについて交渉を継

続していくことを内容とする覚書を平成 26年８月上旬頃を目処に締結することを予定

しており、今後も継続して改善報告書等における改善措置を実施することができるも

のと考えております。 
 

（３）コンプライアンス委員会（改善状況報告書 27 ページ）のメンバー変更 
コンプライアンス委員会は、従前、コンプライアンス経営の推進に向け、社長を委

員長とし、外部委員（弁護士・公認会計士）と社内のコンプライアンス推進事務局長

で構成しておりました。今般の経営陣交代に伴い、当社は、この枠組みを維持しつつ

も、新たなメンバーによる委員会を組成することを予定しています。 
今後は、旧コンプライアンス委員会議事録およびその関係資料、実施された施策に

ついての資料ならびに旧コンプライアンス委員会が作成したコンプライアンス事例集

を共有した上で活動を行っていく予定であり、今後も継続して改善報告書等における

改善措置を実施することができるものと考えております。 
なお、現状においては、外部委員として、十分な経験と専門的知見を有する弁護士

および公認会計士の人選中であるため、コンプライアンス委員会は活動を停止してお

りますが、当社取締役会において平成 26年８月中にはコンプライアンス委員を選任し、

当該コンプライアンス委員の下で活動を再開する予定です。 
 
（４）執行役員制度の復活 

当社は、執行役員制度（改善報告書 19 ページ(７)）について、改善報告書等に記載

された改善措置を一部修正することを予定しております。 
当社は、改善報告書において、執行役員制度について、平成 26 年２月までに見直し

を行い、平成 26 年３月末までに執行役員制度の本来の目的である経営監督責任と事業



執行責任を明確にする方向で改訂を行い、コーポレートガバナンスの強化を図るとの

方針を打ち出しました。 
そして、従前の執行役員制度は、取締役の大部分が業務執行取締役として執行役員

を兼務し、監督機能と業務執行機能との分離ができない状態にあった上、執行役員の

権限、責任等についても不明確なものであったため、当社は、執行権限を部長に委譲

し、常勤取締役は管理監督に徹することとして、平成 26 年２月 28 日をもって執行役

員制度を廃止しました。 
しかしながら、新経営体制において改めて執行役員制度について検討を加えた結果、

上記の弊害が生じていたのは、取締役が執行役員を兼務していたことが原因である一

方、今般、新役員が外部から就任したことを受けて、経営の意思決定と実務の執行と

の意思疎通を強化する必要性の高いことについての認識が共有され、執行役員制度そ

のものは、当社の業務執行を適切かつ効率よく行うために極めて有用であると判断さ

れたため、当社は、今後、基本的には従業員のみを執行役員とする執行役員制度を導

入することを検討しています。 
同制度の導入および制度設計については、今後の対内・対外双方の業務執行に関わ

る重要な事項であることから、慎重な検討を継続しており、現状では、新たな執行役

員制度を導入する具体的なスケジュールまでは決定しておりません。 
 

３．新経営体制の経営方針 
当社は、平成 26 年６月 27 日の当社定時株主総会における新役員の就任により、新た

な経営体制を構築いたしましたので、下記のとおり、新経営体制における今後の方針を

改めてお知らせいたします。 
（１）新経営体制移行の理由 

当社は、従前より、収益力の強化および財務体質の健全化のため、生産効率のより

一層の向上や燃料（ユーティリティー）および配送費用の削減等の方策によるコスト

削減に取り組んでおり、平成 25 年 11 月に星名前社長が就任して以降は、更に徹底的

なコスト削減を進め、それによる一定の成果を得ることができたと認識しております。

しかし、その反面当社「雪国まいたけ」ブランドの力が過去に比し相対的に低下して

いることや、商品開発に際し、開発・生産・営業が一体となってお客様の満足を得る

商品開発を志向する体制が必ずしも確立されていないこと、また、将来を担う人材の

育成を行うための体制が整備されていないなどの問題点も抱えておりました。そこで、

旧経営体制における種々の問題点を解決しつつ、当社事業の更なる発展と企業価値の

向上のため、経営体制を刷新することといたしました。 
 

（２）経営方針 
新経営体制の下では、基本的には、旧経営体制の事業計画を踏襲しつつも、社是で



ある「良品で社会に貢献 生き甲斐のある職場」を追求し、当社経営における具体的

問題点の発見・分析・解消を行うとともに、更なる企業価値の向上を積極的に推進す

るための施策を講じる所存です。具体的には、安全・安心・食べ頃の商品を、お買い

求めやすい価格でお客様に提供することを基本理念として、きめ細やかなマーケティ

ングを実施することにより、お客様の目線に立った商品開発等を徹底し、従来希薄で

あった開発・生産・営業の相互の有機的な関連を強固なものとすることで、それぞれ

の意見を反映させた商品開発を可能とする統一的な運営基盤を確立し、また、各従業

員の仕事の質を向上させ、将来を担う人材の育成にも積極的に取り組みます。新経営

体制の下、個々の従業員の持つ力を存分に発揮できるような体制を整え、新役員のバ

ックグラウンド・ノウハウを活かしながら、企業価値の向上に一層邁進いたします。 
 

以上 


